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町内に住宅を新築する方、購入する方へ
マイホーム取得促進事業補助金を活用しませんか

　町では、町内に住宅を新築または購入する方に
対して、購入費用の一部を補助する鹿部町マイ
ホーム取得促進事業を実施しています。予算に限
りがありますので、補助金の活用をご希望の方は
お早目にご相談ください。

○基本補助額
　100万円（子育て世帯※１および移住者※２には
それぞれ100万円を加算（最大300万円））

　※１　住宅完成時点で高校生以下の子どもがい
る世帯。ただし、扶養し、かつ同居して
いる子どもに限る。

　※２　申請時点において鹿部町外の市区町村に
住民登録されている方で、購入した住宅
の地番に住民登録をした方（予定を含む）。
ただし、申請日前１年以内に鹿部町に住
民登録されていた方を除く。

○補助対象者
　住宅を新築または購入する方で、次のいずれに
も該当する方
　・取得した住宅の所有権の登記名義人になる方
　・取得した住宅の所在地に住民登録した方また
はする予定の方

　・取得した住宅に５年以上継続して居住するこ
とを確約できる方

　・市区町村税を滞納していない方（世帯全員）

　・暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力
と関係を有しない方（世帯全員）

　なお、次のいずれかに該当する場合は、上記を
満たしていても補助対象外となります。
　・３親等以内の親族から住宅または土地を購入
した場合

　・土地のみを購入し、当該年度内に住宅を新築
または購入しなかった場合（やむを得ない事
由がある場合を除く）

　・国、北海道またはその他団体等から住宅の建
設に関する補助金等の交付を受けている場合
（新築住宅を除く）

○補助対象経費
　次の費用を除く、住宅および土地（住宅の敷地
に限る）の購入費（当該年度の２月末までに購入し、
居住するものに限る）
　・土地の測量に係る費用
　・租税公課（住宅購入時に課税される消費税お
よび地方消費税を除く）、仲介手数料、登記費
用等の諸費用

　・引っ越しに係る費用
　・住宅のリフォームに係る費用

▼お問い合わせは、役場企画振興課企画振興係
（０１３７２－７－５２９７）へ。

～森町での事業概要～

（複合施設　であいの森）
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